
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度第２回宮城県環境審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２８年１月２２日（金曜日） 

    午後１時３０分から午後３時００分まで 

場 所：宮城県行政庁舎９階 第一会議室 
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１．開 会 

○司会（大森副参事）  本日はお忙しい中をご出席いただきましてありがとうございます。 

    ただいまから宮城県環境審議会を開会いたします。 

  本会は２５名の委員により構成されておりますが、本日は２０名の皆様に

ご出席の連絡をいただいております。 

  ただいま井上委員のご到着がおくれておりますが、現在ご臨席いただいて

いる委員の皆様の数により、環境審議会条例第６条第２項の規定による成立

条件である半数以上の出席をいただいておりますことから、本日の会議は有

効に成立していることをご報告いたします。 

 

２．あいさつ 

○司会（大森副参事）  それでは、開会に当たりまして、佐野環境生活部長からご挨拶申し上げま

す。 

○佐野宮城県環境生活部長  皆さん、こんにちは。 

  本日は大変お忙しい中、宮城県環境審議会にご出席を賜りましてまこ

とにありがとうございます。 

  委員の皆様におかれましては、日ごろから本県の環境行政の推進にご

支援とご協力を賜っておりますことに対しまして、改めて御礼を申し上

げます。 

  環境をめぐる動向といたしましては、昨年末にパリで開催されました

ＣＯＰ２１においてパリ協定が採択されたところであり、本県といたし

ましても、地球温暖化防止へ向けた取り組みをさらに進めてまいりたい

と考えております。 

  さて、東日本大震災から間もなく５年が経過しようとしております。

県といたしましては、地域特性を生かした再生可能エネルギーの導入支

援や、個人・事業者向けの新エネルギー設備導入補助など、各地域の先

進的なまちづくりを支援するための施策を展開しているところでござい

ます。 

  また、昨年１１月に開催いたしました本審議会において報告しており

ます「みやぎ水素エネルギー利活用推進ビジョン」に基づき、燃料電池

自動車を公用車としてこの３月に導入する予定となっております。 

  本日は審議事項が２件ございます。 

  １件目といたしまして、平成２８年度公共用水域水質及び地下水質測

定計画についてでございます。 

  こちらは、毎年度、ご審議いただいております計画でございまして、

本日諮問させていただき、次回の審議会で答申をいただきたいと考えて

おります。 

  ２件目といたしまして、公害防止条例施行規則の改正についてでござ

います。 

  こちらにつきましては、本日諮問させていただき、ご審議の上で、本

日答申をいただきたいと考えております。 

  また、報告事項といたしまして、「宮城県環境基本計画の進捗状況に

ついて（平成２６年度点検評価結果）」の１件を報告させていただきま

す。 

  本日の審議会におきましても、委員の皆様より、ご専門の見地から忌

憚のないご意見をいただきますようお願いいたしまして、挨拶とさせて

いただきます。 

  本日もよろしくお願いいたします。 

○司会（大森副参事）    それでは、議事に移る前に、本日の配付資料を確認させていただきま

す。 
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  事前にお送りしております資料は、審１－１から５、そして、審２、 

報１でございます。 

  あわせまして、本日お配りしております資料といたしまして、会議の

次第と座席表、また、本日付で知事より諮問いたしました「平成２８年

度公共用水域水質及び地下水質測定計画について」と「公害防止条例施

行規則の改正について」の諮問書の写しでございます。 

  資料に加不足はございませんでしょうか。 

  なお、次第裏面の出席者名簿のところでございますが、本日ご出席い

ただいております大月委員の備考の欄が「欠」となっておりますが、本

日ご出席いただいておりますので、その点あわせてご報告申し上げます。 

  資料のほう、よろしいでしょうか。 

  それでは、環境審議会条例第６条の規定により、ここからの議事につ

きましては須藤会長に議長をお願いしたいと存じます。 

  須藤会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○須藤会長  かしこまりました。 

  それでは、皆さん、こんにちは。 

  年始早々から猛烈寒波に襲われて、皆さんも寒さと、それから交通障害等、大変ご苦

労されているかと思いますが、これも全てが温暖化の問題ではございませんが、大きく

温暖化の問題がかかわっているというふうに聞き及んでいるところでございます。 

  そういう中で、環境審議会をこういう寒い中でやるのもまた意義があるのかなという

ふうに思いますので、ぜひ本日はそういう問題についての議論はございませんが、広く

環境問題をお考えいただいて、本日の議題、審議事項２つと、それから報告事項１つに

ついて熱心にご討議いただければ幸いでございます。 

  皆様方が寒い中をお集まりいただいたことをまずは感謝を申し上げまして、それでは、

続いて審議に移りたいと思います。 

 

３．議 事 

 （１）審議事項 

   ①平成２８年度公共用水域水質及び地下水質測定計画について(諮問）（環境対策課） 

○須藤会長  最初は、審議事項でございますが、審議事項１「平成２８年度公共用水域水質及び地

下水質測定計画について（諮問）」ということで、これを諮問いただきまして、どのよ

うにあと討議、答申していくかというのは、その後、ご議論ただきたいと思います。 

  それでは環境対策課、お願いします。 

○後藤環境対策課長  環境対策課長の後藤でございます。 

  私のほうから説明をさせていただきます。着席にて説明させていただきます。 

  それでは、審議事項１、平成２８年度公共用水域水質及び地下水質測定計画

についてを説明させていただきます。 

  公共用水域及び地下水の水質測定計画につきましては、水質汚濁防止法第１

５条、第１６条の規定に基づき、国、仙台市等の関係機関と協議の上、県知事

が作成することとされております。 

  また、同法２１条の規定により、公共用水域及び地下水の水質汚濁防止に関

する重要事項については、本日お集まりいただいております環境審議会に諮問

し、ご意見をいただくことができるものとされております。 

  このことから、水質汚濁防止に関する重要事項である測定計画を、毎年この

場で諮問させていただいております。 

  さて、測定計画案の説明に入ります前に、平成２６年度の水質測定結果につ

いて、まずご報告をしたいと思います。 

  資料審１－３をご覧ください。 

  公共用水域につきましては２９１地点の水質測定を実施いたしました。当初
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計画では２９２地点でしたが、１地点の減となっております。これにつきまし

ては、湖沼の測定地点であります魚取沼において、林道の土砂崩れにより採水

が困難となったため、平成２６年度の水質測定を休止したことによるものです。 

  なお、今年度は林道の補修が進んだため採水が可能となり、測定を再開して

おります。 

  ２調査結果の概要ですが、（１）健康項目についてご報告させていただきま

す。 

  健康項目は、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、

２７項目が定められております。 

  平成２６年度におきましては、砒素、ふっ素、ほう素の３項目について環境

基準を超過した地点がございました。 

  ①砒素と③ほう素につきましては、江合川上流の鳴子ダムの中ほどに流入す

る大深沢で環境基準を超過しております。原因としては、上流の温泉などの地

質に由来するものと考えております。 

  ②ふっ素につきましては、迫川中流水域の鉛川で環境基準を超過しておりま

す。原因は、鉱山廃水の影響や地質に由来する自然汚濁と判断しております。 

  次に、（２）生活環境項目について報告をいたします。 

  生活環境項目は、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準と

して定められております。有機性汚濁指標であるＢＯＤとＣＯＤについては、

河川では５９水域中全水域で環境基準を達成し、達成率は１００％でございま

す。 

  湖沼では、前年度と同様１２水域中１水域で環境基準を達成し、達成率は

８％でした。 

  海域は、２４水域中１４水域で環境基準が達成され、達成率は５８％であり、

全水域での達成率といたしましては７８％となっております。 

  全窒素につきましては、前年度と同じ類型指定海域９水域中８水域で環境基

準を達成しております。前年につきましては、類型指定湖沼５水域中２水域で、

類型指定海域９水域中７水域で環境基準を達成しております。 

  ２ページをご覧いただきます。 

  続きまして、水生生物の保全に係る環境基準項目について報告させていただ

きます。 

  全亜鉛につきましては、類型指定河川１８水域と類型指定湖沼９水域の全水

域で環境基準を達成しております。 

  ノニフェノールにつきましては、平成２４年８月に水生生物の環境基準とし

て追加され、平成２５年度より測定を開始しております。類型指定河川１８水

域と類型指定湖沼８水域で測定を実施し、全ての水域で環境基準を達成してお

ります。 

  直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩につきましては、平成２５年３

月に水生生物の環境基準として追加され、平成２６年度より測定を開始してお

ります。類型指定河川１８水域と類型指定湖沼８水域で測定を実施し、これも

全ての水域で環境基準を達成しております。 

  以上、公共用水域測定結果の概要ですが、補足資料といたしまして、資料審

１－４に有機性汚濁指標であるＢＯＤ、ＣＯＤの環境基準点における時系列デ

ータ及び健康項目の基準超過地点における経年変化と月ごとの結果を配付させ

ていただいておりますので、こちらもあわせてご覧いただければと思います。 

  次に、資料審１－３に戻っていただきまして、３ページの地下水水質測定結

果についてご説明いたします。 

  地下水水質測定の調査ですが、概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監

視調査の３つに区分され、それぞれの調査目的は記載のとおりでございます。 

  調査項目は、カドミウム、鉛、砒素等の環境基準項目２８項目でございます。 

  調査地点数は、概況調査４４地点、汚染井戸周辺地区調査４地点、継続監視
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調査４８地点のほか、継続監視調査地点の調査終了を検討するための再度汚染

井戸周辺地区調査４地点を加えて、合計１００地点となっております。 

  ３の調査結果の概要でございますが、（１）概況調査では、砒素、硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素、並びにふっ素の３項目について環境基準を超過しており

ます。砒素については、仙台市青葉区、宮城野区、泉区の各１地点で硝酸性窒

素及び亜硝酸性窒素については、仙台市若林区、泉区の各１点で、ふっ素につ

いては仙台市若林区、泉区の各１地点で環境基準を超過しております。 

  砒素とふっ素の超過した地点については、過去を含めて、周囲に工場や事業

所はなく、自然由来と判断しております。 

  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が超過した仙台市泉区については、地域的に田

畑が多く、かつては家畜もいた可能性が高い場所ということでありますが、聞

き取り等からは推定するのが困難であったため、原因不明としております。 

  仙台市若林区については、広大な畑の中にある井戸であり、農業を営んでい

ること等から施肥由来と推測しております。 

  （２）汚染井戸周辺地区調査でございます。 

  概況調査で環境基準を超過した７地点のうち、周辺に井戸がなかった４地点

につきましては調査を実施することができませんでしたが、残り３地点につき

ましては、周辺井戸の調査を実施し、環境基準の超過がないことを確認してお

ります。 

  （３）継続監視調査ですが、３３地点で表にしました項目で環境基準を超過

いたしました。概況調査及び汚染井戸周辺地区調査で環境基準が超過した地点

につきましては、地下水の利用形態を考慮した上で、次年度から継続監視の調

査対象に加えるなどしてまいります。 

  なお、環境基準を超過した井戸については、飲用しないように指導をしてお

ります。 

  再度汚染井戸周辺地区調査についてですが、この調査は、一定期間連続して

環境基準を満たした継続監視調査地点の調査終了を検討するため、周辺地下水

調査を実施するものです。 

  平成２６年度は、鉛が３年以上連続して環境基準に適合している角田市笠島

の継続監視調査地点において、周辺井戸を含め４地点で調査を実施しました。 

  その結果、全地点で環境基準以下でありましたので、継続監視調査を終了と

いたしました。 

  続きまして、資料審１－５の１ページをご覧ください。カラー印刷でＡ３横

のものです。 

  こちらの資料は、前回の環境審議会で机上配付させていただいたものと同じ

ものですけれども、簡単に内容について説明させていただきます。 

  現在、環境省においては、福島第一原発事故由来の放射性物質などの汚染状

況及び推移を把握するため、福島県を中心に公共用水域における水質、底質、

周辺環境のモニタリング調査を実施しております。 

  上段の表は、宮城県内の過去の測定結果を年度ごとにまとめたもので、色塗

り部分は、これまで測定されたセシウム１３４、またはセシウム１３７の最高

値を示しております。 

  下段のグラフは、測定地点ごとのセシウム１３４とセシウム１３７の合計値

を、ページの一番下に参考という形で記載しておりますが「放射能に関する主

な指標」、これを参考にしまして、濃度範囲別に分け、地点数の割合を四半期

ごとに色分けして表示したものであります。このグラフからは、高濃度を示す

地点が減少していることがわかるかと思います。 

  続いて２ページ目をご覧ください。 

  ２ページ目は、阿武隈川流域での放射性物質濃度及び空間線量率の推移を示

したものです。 

  少しずつですが、こちらからもセシウム濃度が減少しているという傾向が見
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てとれると思います。 

  ３ページ目になりますが、こちらについては、県内の測定地点を示したもの

ということになっております。 

  平成２６年度の公共用水域及び地下水の水質測定結果、及び環境省による宮

城県内の公共用水域における放射性物質のモニタリング調査結果についての報

告は以上でございます。 

  続きまして、平成２８年度公共用水域水質及び地下水質測定計画について説

明をさせていただきます。 

  詳細な測定計画案につきましては、資料審１－２に示しておりますけれども、

資料審１－１にその概要をまとめておりますので、主にこちらで説明をさせて

いただきたいと思います。 

  では、資料審１－１をご覧願います。 

  １目的につきましては、先ほど冒頭で説明したとおりでございます。 

  ２計画の内容でございますが、公共用水域水質測定計画総括表をご覧くださ

い。 

  測定水域数は、河川７３、湖沼３５、海域２４の１３２水域。測定地点数は、

河川１４２、湖沼３７、海域１１４の２９３地点。総検体数は３，２５２検体

で、平成２７年度計画より１２検体増加しております。 

  平成２７年度計画との主な変更点ということでここに挙げておりますが、１

つ目でございますが、河川・湖沼・海域における環境基準点を除いた補助点等

の１，４－ジオキサンの実施件数を削減しております。こちらの詳細につきま

しては、資料審１－２の５ページをご覧いただきたいと思います。Ａ３横の長

いものです。 

  表上段に測定項目が書いてございます。この中央部に健康項目の欄というも

のがあります。字が細かいですけれども。この健康項目欄の一番右側に１，４

－ジオキサンの項目が入っております。こちらを縦に見ていっていただきます

と、塗りつぶし部分があるのがわかるかと思いますけれども、ここの左側の地

点に対応しているところが項目を削除した地点ということになります。 

  この資料では、７ページ、８ページにも同様に縦の塗りつぶしがあります。 

  この項目削除地点につきましては、平成２２年度から平成２６年度まで、こ

れまで５年間調査してきたわけなんですが、この調査結果が全て検出下限値未

満といった地点を選択したものでございます。 

  それでは、また資料審１－１に戻っていただきます。 

  主な変更点の２つ目として、新規測定地点の追加を行うこととします。 

  新規測定地点図につきましては、この中段の地図に書いておりますが、類型

指定はされていないんですが、名取川に流入しております旧笊川というところ

があるんですが、ここに測定地点を新たに１カ所設定しようとするものです。 

  測定項目、回数につきましては、こちらについては、また資料審１－２、Ａ

３横のものですが、６ページのところを見ていただきたいと思います。 

  ６ページに中段のやや下に横一列に塗りつぶしの形で黒っぽく入っておりま

すけれども、ここが今回新たに追加した旧笊川の平成２８年度の測定計画、年

間の測定回数なり測定項目などがここに記載されております。 

  以上２点が測定計画の主な変更点となります。 

  次に、地下水質測定計画総括表をご覧いただきたいと思います。 

  概況調査４４地点、継続監視調査４９地点の合計９３地点で水質測定する予

定でございます。 

  平成２７年度計画と比べますと、継続監視調査によって１地点増加となって

おります。 

  ３測定機関につきましては記載のとおりでございます。これら関係機関と、

昨年１２月２日に打ち合わせを行いまして、計画案を作成しております。 

  審１－１裏面をご覧いただければと思います。 
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  ４測定項目につきましては、公共用水域は平成２７年度と同様に、カドミウ

ム、全シアンなどの環境基準の健康項目２７項目と、水素イオン濃度、溶存酸

素量などの生活環境項目１２項目、クロロホルムなどの要監視項目２６項目、

その他９項目としております。 

  地下水は、カドミウムなどの環境基準項目２８項目、クロロホルムなどの要

監視項目２４項目及び水素イオン濃度としております。 

  ５測定方法につきましては、記載の公定法により実施いたします。 

  ６測定結果の公表につきましては、宮城県が各測定機関の測定結果を取りま

とめ、環境白書やホームページ等により公表することとしております。 

  なお、速報値については随時ホームページにて公表してまいります。 

  平成２８年度公共用水域及び地下水質測定計画についての説明は以上でござ

います。 

  今後のスケジュールとしまして、本日諮問させていただいた後、２月に須藤

会長を委員長として学識経験者や行政機関職員、８名の専門委員で構成されて

おります水質専門委員会議においてご意見を賜りまして、３月の環境審議会に

おいて答申をいただければと考えております。 

  ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○須藤会長  どうも後藤課長、ご説明ありがとうございました。 

  それでは、最終的には水質測定計画の細かいことについては、今のお話のように、専

門委員会が設置されていまして、私が所管をして委員の先生方からご意見を賜って、そ

の成果について次の審議会に報告をするという段取りになっておりますが、特に、今の

課長のご説明のように、昨年度のいろいろなものがありましたし、放射能の測定結果に

ついてのご説明というものもございました。委員の先生方、大変関心の深いものもある

と思いますので、測定計画だけではなくてよろしゅうございますので、今日のお話のあ

ったもの全てについて、どうぞご議論なり、それからご意見など承りたいと思います。

どうぞお願いいたします。 

  細かいところになると、数字ばっかり並んでいて。どうぞ。 

○石澤委員   今のご説明で１，４-ジオキサンの測定実施の削減のことについては、理由をいただ

きましたけれども、そのほかの追加する、例えば、旧笊川を追加するという理由につい

て。 

○須藤会長  旧笊川をどうして追加するかということですね。 

○石澤委員  はい。そういうことをお話しいただかないと、審議しようがない。 

○須藤会長  どうぞ。 

○後藤環境対策課長  この旧笊川というのは、先ほどの地図をちょっと見ていただくと、左側のほ

うに斜めに笊川という川になっておりまして、これは昭和４０年代当たりに河

川改修工事があって、真っすぐにここは名取川に出るようにしたということで、

その下流部の昔の残ったところがこの旧笊川ということになっていたようなん

ですが、旧笊川という形で残ったんですが、現実には上流域からいっぱい流れ

込んでいて、地図上でもわかるとおり、名取川にも流入しているということで、

この地点を管轄しています仙台市さんのほうで、やはり、何らかの名取川に対

する影響があるのではないかということで、実は平成２０年度あたりから監視

はしてきたという話を伺っております。 

  また、今回、正式に公共用水域の測定地点に入れて、はっきり市民の方々に

も市として、こういう旧笊川でも水質を監視しているということをはっきり示

したいという意向があって、来年度の計画から正式に調査地点ということでこ

こを入れたいという、そういう意向で入れるものです。 

○須藤会長  なぜ入れるかということは前々からやっていたんだけれども、これをさらに加えてモ

ニタリングしたいと、こういうことのようでございますので。 

       どうぞご質問。 

○石澤委員  １，４-ジオキサンのことについては、理由としては、平成２２年度から５年間未検

出であったと。だから落としていいというか、そういう、こちらの委員（水質専門委
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員会）のところでご議論を当然いただいているんだというか、あるんだとは思うんで

すけれども。 

○須藤会長  これは、今回まだ付託されていませんから、今回これで細かいところまで見てみなさ

いというお達しをいただければそのようにいたします。５年間ないというのは事務局の

判断ですよね。 

○石澤委員  こういう環境調査というのは、ないからやめるというのは納得はちょっとできない。

もともとここで測定された理由ということもあるかとは思うんですけれども、その辺、

専門のことだから、ご審議いただければと思います。 

○須藤会長  わかりました。もう少し速やかに専門委員会で議論いたしますが、私はもともと環境

省で、この環境基準のスタートからこまごましたところまでずっと続けてやってまいり

ました。 

  ないからやめるということではなくて、モニタリングというのは、いつどうして起こ

るかということで国民へのリスクを少しでも下げるために、ゼロだからやらないという

ことではなくて、これは環境基準になっているということは、どこかでそれが危ないと

いうことであったから基準になっているんですね。ただ、宮城県の中ではそれはなかっ

たというだけのことでございますので、なぜ５年間なかったらやめていいかどうかとい

うのは、結局はモニタリングというのは予算が結構かかるんです。１，４ジオキサンに

ついても結構かかるんですね。なので、５年間で１回もなかったらずっとやめるのでは

なくて、５年おきにやったらいいだろうとか、そういう意味でございまして、モニタリ

ングというのはいついかなるときに検出されるかわかりませんので、基準の枠組という

のは健康項目の中に２７項目ありますので、この２７項目を丁寧に全部これだけのもの

を測っていくと相当のお金にもなります。そういう意味では、少し重点的にということ

で、もともとは全部測っていたんですが、宮城県の予算が厳しいのでどうしたらいいか

ということで少し省略をさせていただいたということでございまして、環境対策課、い

いですか、この説明で。 

○後藤環境対策課長  直接的にはそういう経費的な問題もあるということでなんですが、今回、選

んだ地点は過去１回も検出下限値未満ということで、全然検出されていない地

点のうちから、それを全部やめるということではありませんで、そのうちから

環境基準点として基本になる地点は依然としてやるという前提です。その間に

補助地点とか、その他の地点でも測っているところがありますので、そういう

ところはちょっと一旦休んでみると。 

  ただし、環境基準点でまた数値上出るようなことがあれば、基準が超える・

超えないにかかわらず、数値として分析されるようなことがあれば、その前後

なりの補助点は復活させる方向では考えてはおります。 

○須藤会長  毎年毎年チェックをしながらやっていきたいと思いますので、いつの間にかあそこが

たくさん出ちゃって放りっ放しになるかなということはないように努力をいたしており

ます。 

       ほかの委員の先生、いかがでございましょう。 

  この議題って割と見にくいし、議論しにくいのを私はよく承知しておりますが、さっ

きの放射能のやつとか、皆さん不思議に思いませんか。放射能もそうですけれども、湖

沼が達成率８％で、川が１００％で、海域が５８％とあるじゃないですか。我が県の川

はきれいですけれども、湖はものすごく汚いということなんですね。８％って、多分、

これは４７位を茨城県と争っていると、ラストを。これは私、大変恥ずかしいことだと

思っています。それなので、ここを何とか改善しなくちゃいけない。これ自身、モニタ

リングをするのが目的ではなくて、そういうことを見て、今後どうしたらいいかという

水環境施策を講じるための基礎資料にしないといけないのかなと思います。 

  どうぞ。 

○青木委員  １件、その件に関してちょっと私は専門外なのでお聞きしていいのかどうかわからな

かったので聞かなかったのですが、ＢＯＤとＣＯＤの湖沼が非常に達成基準が悪いとい

うことで、何らかの対策をこれまで行ってきてこうなっているのか。または、対策は特

にやっていないのかというのがよくわからないのと、それから、資料審１－４で川とか
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海域については時系列のグラフが出ているんですけれども、湖に関してはこういうデー

タはあるはずだとは思うんですが、グラフにされていない何か理由があるんでしょうか。 

○須藤会長  これは私が答えちゃいけませんから、環境対策課に。質問の意味はわかりましたね、

今の。 

○後藤環境対策課長  はい。まずこの時系列データのほうで、４ページのところについては迫川・

江合川の傾向ということなんですが、その右側の伊豆沼、長沼という形で湖沼

の部分も入っています。そういう形で、流域ごとの形ということで全部入って

くるのではないかと思うんですが。 

○青木委員  わかりました。 

○須藤会長  だけれども、湖沼は２カ所ではないんですよね、そういうことですよね。 

○後藤環境対策課長  あと個別の湖沼の対策ということなんですが、宮城県としてやっているのは

釜房ダムが湖沼水質保全特別措置法というものがあって、これは釜房ダムの上

流域での流入水対策ということで、これは長年事業を行っているところであり

ます。 

  その他、伊豆沼についても水質改善の対策ということで伊豆沼の水質改善の

ためのいろいろな調査研究をやっているという形はございます。 

           だから、全部の湖沼で何かやっているかといわれれば、まだそれはないです。 

○青木委員  そういう意味で、何らかの対策を行われた結果としてそれなりの成果が出ているとい

うことはあるんでしょうか。 

○後藤環境対策課長  釜房ダムなんですが、事業が始まったのが昭和の、かなり公害問題とか出て

水質が悪かった時期にそういうふうな事業が始まったわけなんですが、その事

業開始当初は非常に効果が見られて、水質的にもきれいになったという経過は

あるんですが、どうしても閉鎖性水域というのはある一定のレベルに下がると

それ以上下げるというのは非常に難しいという、そういう状況がありまして、

現在の状況は横ばいというような形で推移していると、そういうふうな格好に

なっております。 

○青木委員  わかりました。 

もう１つだけ、時系列のグラフで、太い横線があるんですけれども、この横線はどう

いう意味ですか。 

○後藤環境対策課長  これは環境基準の数値を示しているものです。 

○青木委員  そうですか。 

○後藤環境対策課長  これを下回ると達成しているという。 

○青木委員  そうすると、例えば、環境基準の数値として途中でがたっと下がっているようなこと

があるんですけれども、これは環境基準が変わったという。 

○後藤環境対策課長  そういうことになりますね。 

○青木委員  わかりました。どうもありがとうございました。 

○須藤会長  では、佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員  全くの素人なので、勘違いの質問かもしれないんですけれども、私が何年か前にこ

の委員会で湖沼の達成率がとても低いのではないかということで質問させていただい

たんですが、その後ちょっと考えてみたら、伊豆沼とかは白鳥が来たりとか、いろい

ろな自然の生物が自然に生きている状況なわけですよね。ですから、きれいにすれば

いいんだというものでもないんじゃないのかなというふうにそのとき思ったんです。 

      だから、今の状態がそういう自然の、白鳥が来たりいろいろな生物が健康に生きて

いる状況なのであれば、ある意味、きれいにしちゃったらそういうものが住めなくな

ってしまうようなこともあるのではないかと思うので、このＢＯＤとかというのは有

機物の、ということなので、必ずしもそれを徹底して下げてしまう必要はない場合も

あるのではないかなと思ったんです。 

      ですから、今の白鳥が来たりするような状況を壊さない範囲というのはどういうレ

ベルのものかというのを考えてきれいにしてほしいなと思いました。そういうことを

考えての基準なのかどうかはちょっとわからないので。 

○須藤会長  おっしゃられるとおりで、そのＣＯＤとかＢＯＤというものが、全てがものすごくき
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れいな数値に決まっているわけではなくて、４段階なり５段階なりで伊豆沼の場合だと

ＣＯＤでいうと５までいいんですから、釜房が１ですから釜房の５倍ぐらいまで汚れて

もいいというわけではないんだけれども、そういう基準なんですね。それなので、それ

ぞれの湖に応じて利用形態と、それから水質の過去の水準に応じて決めてはあるんです。

ですが、それにしてもこれが当てはまっていない。そういうような観点からしても下が

っているんですね。 

       これは私個人の意見もかなりあるんですが、今のような意見を踏まえて、特に伊豆沼

とか、そういう地域にある水域については環境基準をこの審議会で決めると、国が決め

るのではなくて、国は枠だけ決めてと、そういう方向も出ていますので、私も努力して

いますから、今度は、湖についてはどのぐらいの基準ならいいんでしょうかねとか、ど

ういう基準ならいいですかねという議論を、すぐはできないけれども、３年か５年後ぐ

らいにはできるようにしたいと心がけていますので、もう少しお待ちください。 

       今は全国一律なんですよ。北海道の湖も宮城の湖も、それから沖縄の湖も。そうする

と、やはり、いろいろ矛盾があるんです。なので、全国一律からもう少し地方分散を図

った環境基準をつくっていきたいというのが私個人の願いであります。これ約束はでき

ませんが、そういうご報告も出ていますので、ぜひ期待していていただきたいと思いま

す。 

       ほかにいかがでございましょうか。末委員、どうぞ。 

○末委員  審１－３の平成２６年度公共用水域・地下水の水質測定結果についての３ページの地下

水水質測定結果のところで、３番の調査結果の概要で、（３）の継続監視調査、そこのと

ころで、平成２６年度、平成２５年度の基準超過が２７地点から３５地点に上がっていま

すね。先ほど、これの対策として「井戸水を飲まないように指導している」ということを

おっしゃったんですけれども、それだけではやはり、この点、多分来年度は、平成２７年

度はまた増えているのかなという感じがしなくもないんですけれども、それについてどの

ような対策案を考えているのでしょうか。 

○須藤会長  ぜひそれをお答えください。前回も質問あったんですけれどもね。 

○後藤環境対策課長  これの調査対象としている井戸なんですが、現時点、個人宅の井戸が全部と

いう格好になりますので、飲用水としては大体水道とか引いている方がほとん

どで、併用しているような方がほとんどです。 

           ですから、そういうような場合、使用することは構わないけれども、飲用に

は絶対しないでくださいというような指導をすると。 

           あと、個人宅の井戸ですから、個人で何か浄化対策をしろとかですね、そう

いう指導は、なかなかお金がかかるわけで、それはちょっと現実的ではないの

で、こういうふうに継続して監視して、何年かは、例えば３年連続クリアでき

たらそこは解除していくとか、そういう格好で今まで運用してきているという

経緯であります。 

○須藤会長  モニタリングしながら様子を見るということですね。よろしいですか。ぜひ次年度も

よく見てくださいね。よろしいですか。               

○吉岡副会長  私のほうから再度確認なんですけれども、先ほどのご質問にございましたジオキサ

ンを対象から外すという点なんですが、これは県内の特定事業者、特定排出事業者と

の観点から、測定対象として含むべきかどうかというのは何かご議論なされたんだと

思いますので、その辺についてどういう状況なのかということ、もし今お手元にあれ

ば、お答えいただきたいということと、その外す理由について、特定事業者との関係

がどうなっているか。もともとこれが項目に加わったというのは、その辺のところか

ら加わっておられると思いますので、ですから、その辺のところ精査をきちんとして

いただいて、それでこの対応をしていただきたいというふうに思っております。 

○須藤会長  どうぞ。もちろん調べてあるよね。 

○吉岡副会長  例えば、これを項目から外すというときに、県内特定事業者がおられないのであれ

ば、そもそも出てくる可能性というのは極めて低いと思います。でもそれが、特定事

業者がいろいろなところにおられて、そのために監視が必要なのか、必要がないとい

うことなのか。また排出する事業者のところに対してきちんとした管理・マネジメン
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トを県のほうが指導されるというのであれば、そこは監視項目から外すという理由に

はなろうかと思うんですね。その辺のことも含めて、もし資料があればご説明いただ

きたいという趣旨の質問です。 

○須藤会長  ありがとうございます。もし今すぐ手に入らないのであれば、これはもう１回やりま

すので、今のようなご指摘、大変重要なので、これは一番新しい環境基準ですから、そ

のときに調べているはずなんですよね。どこに使用者がいて、いないのではないという

ことは出ているし、公共用水域もずっと調べてきているわけですので、そうしたら次回

に報告してください、今の特定事業場等の関係。 

○後藤環境対策課長  はい。今手元にちょっとデータ等持ち合わせていないので、次回までにまと

めてわかるように報告させていただきます。 

○須藤会長  そのようにさせてください。 

       それでは、この議題はこれで、今申し上げたように、いろいろ出た問題を再度議論い

たしまして、測定計画を水質専門委員会で議論させていただいて、その成果を次回に報

告することとさせていただきたいと思います。 

 

 

  ②公害防止条例施行規則の改正について(諮問・答申）（環境対策課) 

○須藤会長  それでは、審議事項２「公害防止条例施行規則の改正について」です。 

       では、諮問、答申、合わせてよろしくお願いします。それではどうぞ。 

○後藤環境対策課長  それでは、引き続き私のほうから審議事項の２番目を説明させていただきま

す。 

           資料審２をご覧ください。 

           工場、事業場から公共用水域に排出される汚水等については、基本的には水

質汚濁防止法により規制されますが、各種の実情に合わせて、条例により規

制対象施設を追加する横出し規制を行うことができるとされております。 

  宮城県では、公害防止条例により汚水等に係る特定施設を９種類指定して

規制対象としており、その排水基準値については、法の基準値を準用する形

で規制を行っております。 

  今般、法の排水基準値の改正が行われたことから、あわせて条例基準値の

改正が必要となっておりますが、公害防止条例第１５条の規定により、条例

の規制基準を変更しようとするときは、環境審議会の意見を聞かなければな

らないとされていることから、本日諮問をさせていただくものです。 

  法改正の内容でございますが、水質汚濁防止法においてトリクロロエチレ

ンの排水基準値が０．３ミリグラム／リットルから０．１ミリグラム／リッ

トルに改正され、平成２７年１０月２１日から施行されております。 

  この改正を受けて、公害防止条例施行規則に定めるトリクロロエチレンの

基準値を、資料審２の３ページに新旧対照表を載せておりますが、この表の

とおり、０．３から０．１に改正しようとするものです。 

  条例による横出し施設を有する事業場の数については、資料２ページにま

とめております。 

  これらの施設の中で、現在のところ、排水中にこのトリクロロエチレンを

排出する事業場はなく、今回の条例施行規則改正で直ちに影響を受ける事業

場はございません。 

  公害防止条例施行規則の改正についての説明は以上でございます。 

  この件につきましては、本日諮問をさせていただき、即日答申をいただけ

ればと考えております。お認めいただいた場合は、速やかに規則改正、公布

を行いたいと考えております。 

  よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

○須藤会長  どうもご説明ありがとうございました。 

  国の基準が変わったら、こちらの宮城の基準が緩ければ、それに当然合わせるという
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のが当たり前の話でございますし、もし合わせなかったら違法になってしまいますので、

これは議論するまでもなく、このとおりに決定をさせていただいて、直ちに答申したい

と思いますが、いかがでございましょうか。よろしいですか。 

  こういうものというのは、国の行政が変わればまた県の行政が変わる。県の行政が変

われば国の行政が変わるというのはしようがないんですね。さっきの資料でもいわれて

いることもあったんですけれども、刻々と変化する科学的な知見に基づいて、基準とい

うのは甘くなるよりは厳しくなりますから、そうすると県の基準も当然厳しくなると、

こういう動きになると思います。 

  ということで、今のとおり、これは答申をさせていただきたいと思います。よろしい

ですね。 

  それでは、そのとおりにさせていただきます。 

 

（２）報告事項 

   ①宮城県環境基本計画の進捗状況について（平成２６年度点検評価結果）（環境政策課） 

○須藤会長  続いて、報告事項に入りまして、「宮城県環境基本計画の進捗状況について」、ご説

明願います。 

○横田環境政策課長  環境政策課の横田でございます。私のほうからご説明させていただきたいと

思います。 

  申しわけありませんが、座らせていただいてご説明させていただきます。 

  それでは、報告事項１「宮城県環境基本計画の進捗状況について」ご説明さ

せていただきます。 

  資料の報１をご覧いただきたいと思います。 

  この資料につきましては、先日、委員の皆様方にお送りしました「平成２７

年度版宮城県環境白書」の抜粋でございます。 

  現在の宮城県環境基本計画では、毎年度施策の進捗状況の点検評価を行うこ

ととしております。今回、平成２６年度の点検評価結果がまとまりましたので、

簡単にご説明させていただきます。 

  まず、５ページをご覧いただきたいと思います。 

  環境基本計画では、目指す将来像として「人と自然が共生する豊かで美しい

県土」と「持続可能な社会の実現に向けてすべての主体が行動する地域社会」

を掲げております。 

  この将来像の実現のために、「地球環境保全への貢献」や「資源循環型社会

の形成」など、４つの政策を設けており、各政策ごとに施策項目を掲げまして、

これに沿って体系的に施策を展開させていただいております。 

  ６ページの中段の表をご覧いただきたいと思います。 

  将来像を実現するための基本的戦略といたしまして、県民・事業者の環境配

慮行動を促進するという視点の「グリーンな地域社会構築に向けての行動促進

プログラム」と、地球温暖化対策の推進や資源循環型社会の形成などの５つの

個別分野を「各分野に関する重点プログラム」とする２つの基本的な方向性を

示しており、対応する個別計画の実施状況を点検評価することで、環境基本計

画の進捗状況を点検評価しております。 

  ７ページをご覧いただきたいと思います。この一覧表では、７つの個別計画

の点検評価結果について概要を記載しております。 

  目標達成状況を示すマークの意味は、表の下の小さい字ですが、「※１」に

記載しておりますが、「晴れ」のマークは年度目標を達成した項目であります。

「曇り」は年度目標は未達成ではございますが、前年度数値から改善している

項目でございます。「雨」のマークは年度目標が未達成であり、かつ前年度数

値を改善できなかった項目となっております。 

  平成２６年度は、７つの個別計画において設定した管理指標２０項目のうち、

「晴れ」が８項目、「曇り」が９項目、「雨」が３項目となっており、目標の
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達成状況は、平成２５年度実績とほぼ変わりがなく、依然として震災等の影響

はあるものの、全体的には改善傾向にあるというふうに考えております。 

  次に、各個別計画の進捗状況についてご説明させていただきます。 

  ８ページ及び９ページをご覧いただきたいと思います。 

  「宮城“グリーン”行動促進計画」でございます。 

  この計画には、管理指標が３つ設定されており、そのうち「環境配慮行動宣

言登録件数」については、県民・事業者ともに目標値に達していないものの、

順調に増加しております。 

  一方で、「環境マネジメントシステム構築事業者数」は減少傾向にあり、今

後はより一層事業者への環境配慮行動の普及を図ってまいります。 

  続きまして、１０ページをご覧いただきたいと思います。 

  「宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」でございます。 

  この計画は、管理指標が「県内温室効果ガス年間排出量」となっております。

震災後、温室効果ガスの排出量は一時的に減少し、年度目標を達成したものの、

エネルギー使用量の増加により、今後は増加が見込まれることから、排出抑制

の措置を講じることにより、着実な削減を図ってまいります。 

  続きまして、１１ページをご覧いただきたいと思います。 

  「宮城県再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する

基本的な計画」でございます。 

  この計画は、管理指標が「県内における再生可能エネルギー等の導入量」と

なっております。 

  太陽光発電を初めとした企業や住宅への再生可能エネルギー導入支援等に取

り組んだ結果、いまだに災害等の影響が残っているものの徐々に回復の兆しが

見えていることから、今後は地域特性を生かした再生可能エネルギー導入への

支援を進め、より一層エネルギー利用の効率化を図ってまいります。 

  続きまして、１３ページをご覧いただきたいと思います。 

  「宮城県循環型社会形成推進計画」でございます。 

  この計画は、管理指標が「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に関するものに分

かれております。「一般廃棄物」については、震災の影響により排出量が多い

状況にあり、県民意識や取り組みの低下について年度目標を達成できていない

状況が続いておりますことから、意識啓発や市町村の各種取り組みを継続的に

支援してまいります。 

  １４ページの「産業廃棄物」につきましては、復旧した工場事業場の産業活

動の活発化等により、排出量及び最終処分率が悪化していることから、今後と

も産業廃棄物排出量削減対策と適正な処理の推進に積極的に取り組んでまいり

ます。 

  続いて、１５ページをご覧いただきたいと思います。 

  「宮城県自然環境保全基本方針及び関連計画」でございます。 

  この計画は、管理指標が「豊かな自然環境の保護・保全を目的とした指定地

域の県土面積に占める割合」というふうになっております。 

  こちらにつきましては、目標を達成しております。 

  続きまして、１７ページをご覧いただきたいと思います。 

  「宮城県自動車交通環境負荷低減計画」でございます。 

  この計画は、管理指標が「二酸化窒素の沿道における環境基準下限値達成

率」「浮遊粒子状物質の沿道における環境基準達成率」「自動車交通騒音の道

路に面する地域の環境基準達成率」「自動車からの二酸化炭素排出量の基準年

（平成１７年度）からの削減率」の４つとなっております。 

  各管理指標は、いずれも計画策定時の現況値よりも改善傾向を示しているも

のの、震災復興事業等の影響による車両等の増加により、自動車騒音の環境基

準達成率及び二酸化炭素排出量削減率の低下が見られる状況であることから、

「低公害車」や「エコドライブ」の普及促進や県内で最も交通量の多い「仙台
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都市圏」における総合的かつ効果的な対策を、県民・事業者等と一体となって

推進してまいります。 

  続きまして、１９ページをご覧いただきたいと思います。 

  「宮城県水循環保全基本計画及び流域水循環計画」でございます。 

  この計画は、管理指標が「清らかな流れ」「豊かな流れ」「安全な流れ」

「豊かな生態系」の４つとなっております。 

  管理指標のうち、「清らかな流れ」については、湖沼における達成率が低位

にとどまっていることにより目標値に達することができませんでしたが、その

他の管理指標では目標値を達成しております。 

  最後に８ページに戻っていただきたいと思いますが、上段のほうをご覧いた

だきたいと思います。 

  「点検評価を踏まえた課題と今後の施策展開の方向性」についてでございま

すが、課題として、本計画に掲げる管理指標の半数以上で、震災などの影響も

あり、年度目標値を達成できていない状況となっております。 

  今後の施策展開の方向性ですが、この本審議会でもご審議いただきました今

年度末に策定する予定の新たな環境基本計画により、「低炭素社会」「循環型

社会」「自然共生社会」、それらの基盤となる「安全で良好な生活環境」が総

合的に実現した持続可能な社会の構築に向けて、各環境分野の個別計画の一体

的な推進を図ってまいりたいというふうに考えております。 

  以上で、報告事項１の説明を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

○須藤会長  どうも簡潔にありがとうございました。 

  これについては、恐らく委員の先生方、ご感想もあるでしょうし、それからご意見も

あるでしょう。どなたでも結構でございます。ご自身が一番得意とするところだけでも

結構でございますので、意見を承りたいと思います。 

  進捗状況をお話しされたんですよね。「晴れ」が増えているんですね、結果としては。 

○横田環境政策課長  基準を満たした上で増加傾向にあるということです。 

○須藤会長  全体としてはそういうことですね。 

○横田環境政策課長  はい。ただ、震災の影響等もございますので、数値としては達成できていな

い数値というものもございます。 

○須藤会長  そこはその辺の言い訳が、それでいいんですけれども、でも、全部震災の影響という

ことで逃れるというのももう５年たったわけです。 

○横田環境政策課長  ここ、その説明が書いてございまして、具体的に記載させていただいており

ます。 

○吉岡副会長   皆さんに質問を考えていただいている間に、ちょっと私のほうから、専門ではな

いんですけれども、お伺いしたいところがあります。 

  環境というと、とかくおとなしくしていればよくなると感じがあるのですが、それでは全然おも

しろくないので、活気づかなければいけないなというのがあるんですが、９ページ目

のところで、環境マネジメントの件数等が出てきております。この環境マネジメント

システム構築事業者の数が減ってきているというのは、今までやっていたけれどもや

めた事業者がいるのかということと、あるいはやっていたけれども、会社そのものが

つぶれちゃったのかということですね。それで減少してくるんだと思うんですね。そ

の辺がどうなっているのかということと、そもそもここで環境マネジメントシステム

を構築している事業者としてカウントしたその大元ですよね。環境マネジメントとい

うのを何をもって環境マネジメントをしているというふうにしてカウントしたとかと

いう。そこのところをちょっと聞きたいんですが。 

○横田環境政策課長  この数値でございますが、環境マネジメント構築ということですけれども、

具体的にどういうマネジメントの形があるかといいますと、まずＩＳＯ１４０

０１の認証取得者というものがありまして、あとはエコアクション２１認証取

得者、みちのくＥＭＳ認証取得者、グリーン経営認証取得者という、大きくこ

の４つがございまして、ただいま申し上げたマネジメントの１つ目が２２５、
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２つ目が４０、３つ目が１９７、４つ目が１３４という内訳の数値になってお

ります。 

  この中で、最近の傾向といたしましては、ＩＳＯ認証取得の減少が大きいと

いう状況になっておりまして、その理由といたしましては、ＩＳＯの日本のも

のから海外の認証機関のマネジメントシステムへ移行していくという、そうい

った傾向がありまして、若干減少しているという傾向が見られると。トータル

としては、数値が減っているという形になっております。 

  そういう状況でございます。 

○吉岡副会長  そうすると、つぶれたのではなくて、そもそもこういうことをやっているのに対し

て、相当手間暇がかかるということでちょっと勘弁を、と思った企業が多いと、そう

いう意味ですか。 

○横田環境政策課長  そうですね。独自にやられると。世界基準のほうに変えていくという。 

○吉岡副会長   いや、一緒にこれをやっていたところがつぶれたとなってくると、環境アセスメ

ントを一生懸命やっているところがなんか、いい印象がないので、むしろこういうこと

をやっているところがきちんと継続して会社として存続しているというのは、ある意味

非常にいい例なのかなというふうに思いますので、その辺も書き込んでいただけると、

全体的にこの数が将来増えていくのではないのかなということと、ＩＳＯ１４０００は、

宮城県の企業さんには相当きついのではないかなというふうに思うんですね。そうする

と、ほかの３つが評価するかどうかは別としてですけれども、宮城県でそういうことを

後押しできるようなＥＭＳの取組例というものを紹介しながら、もうちょっと地元の事

業者が取り組みやすいようなものをうまく県のほうでマネジメントしてやるというのが

あってもいいのではないかなというふうに感じるんですけれども、いかがですか。 

○横田環境政策課長  私としてもそういうふうに感じておりますので、できるだけそういう形でフ

ォローできる機会を設けてまいりたいと考えております。 

○須藤会長  大変なのと、それから費用の問題がありますよね。費用が非常に高いので、ＩＳＯか

らエコアクション２１に移るとか、さらにみちのくＥＭＳに移るとか、予算が比較的か

からないところで移っていくという向きもありますけれども、さっきのはトータルだか

ら、移った分は別に全然構わないんですね。 

○横田環境政策課長  はい。移ったものについては、それ以上減るという形にはならないです。 

○須藤会長  ならないですね。それならいいんですが、全国的な傾向から見ると、大きいタイプ、

予算のかかるタイプから低いタイプのほうへ移っていくという、大きいシステムに入っ

ていても余りメリットがないということをよく聞いております。その辺はよく業界を指

導するというか、どれをやったらいいんだということを言ってほしいわけじゃないんだ

けれども、できるだけこれを私は、小さいところでも入れるようなシステムを紹介して

いただきたい。こういうふうに思います。 

○横田環境政策課長  はい。承りました。 

○須藤会長  そのほか。井上先生から。では、その次にまいります。 

○井上委員  １３ページの一般廃棄物のところで、ちょっとほかの委員会等でも話をしているとこ

ろでもあるんですけれども、１人１日当たりごみ排出量、３段階の評価では「曇り」マ

ークで、確かに前年度よりちょっと減っているんですけれども、多分、この目標値に対

して、じゃ現状どうなのかという視点で見ると、これはかなり厳しい「どしゃ降り」マ

ークのような状況だと思うんです。状況としては、震災の影響が非常に大きかったとい

うことはあるかと思うんですが、ただ、ちょっとこの表、これをどうしろということで

はないんですが、この３段階のマークだけで本当に全体を見ていいのかということが少

し疑問というか、それは表示の仕方とかなのでしようがない部分があるかと思いますが、

ちょっと気になるのが、じゃこういった現状に対して、先ほど会長もおっしゃられたよ

うに、震災ということで、一言でいえばそうなのかもしれないんですが、ちょっとなか

なか県のほうの具体的な方針というのが、もうかなり時間がたっているんですけれども、

なかなか見えてこないと。やはり、重点目標に掲げたことに対して、震災の影響はあり

つつも、どうしていこうかというあたりがもうちょっと何か書き込まれてこないといけ

ない時期ではないのかなというふうに、ちょっとコメント的なところになりますけれど
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も、以上でございます。 

○須藤会長  今のところ、いかがですか。 

○横田環境政策課長  循環型社会形成推進計画、ただいま見直しもやっている最中でございますの

で、担当課のほうからちょっとお話しさせていただきたいと思います。 

○須藤会長  では、お願いします。座ったままでいいです。 

○草刈技術補佐  循環型社会推進課の草刈と申します。 

  今、先生がおっしゃられましたように、やはりこのままではいけないということ

もありまして、来年度から宮城県の循環型社会形成推進計画を新しくしまして、  

第２期ということでリニューアルで計画しておりますので、その計画に基づいてし

っかりとやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○須藤会長  では、よろしく期待していてください。来年度に。 

       青木委員、どうぞ。 

○青木委員  １２ページなんですが、最初に佐野部長もおっしゃられたように、ＣＯＰで世界的に

化石燃料の消費量を減らすというようなことが求められていて、宮城県としてもいろい

ろなことを施策としてやられていて大変結構だと思うんですけれども、震災の後、一時

的にＣＯ2の放出量というのが県内でも減ってきたんですが、その後、徐々に増えつつ

あるというようなグラフが１－２－２－７に見られるんですが、これは再生可能エネル

ギー等導入量か、違いますね。 

  それで、ＣＯ2の放出量を抑える意味で、太陽光発電とかクリーンエネルギーの自動

車など、いろいろなことを施策としてやられていて大変結構だと思うんです。一方で、

地熱発電とかバイオマス熱利用については減少していると。将来的にも減少するような

傾向にありますということで、その理由として、震災による影響とか、それから、鬼首

の地熱発電所については噴気災害とか、そういったことがあるということなんですけれ

ども、できるだけ、その再生可能エネルギーに関しましては多様なエネルギー手段を活

用して、今後ともＣＯ2を減らすような施策というものが絶対に必要だと私は思ってい

ますので、例えば、バイオマス熱利用の施設が震災によって被災したと。それについて、

稼働縮小が起こっていることに関しましては、できるだけ県としてこういったことをも

う一度復活させるような施策をできるだけ今後盛り込んでいただければと思っています。

感想です。 

○横田環境政策課長  ありがとうございます。 

  バイオマス施設関係は日本製紙関係ですよね。その辺の状況をちょっと担当

課のほうからお話しさせていただきたいと思います。 

○伊藤技術補佐    再生可能エネルギー室の伊藤と申します。 

  このバイオマスの熱利用なんですけれども、日本製紙の被災の影響が結構大

きくて、生産量も落ち込んでいるというところもございまして、こういう数字

になっているというところもございます。そ（生産量が影響）の辺のところは

なかなか県としては難しいところではあるんですけれども、被災しているよう

な施設への支援は引き続きやっていきたいと思っております。 

○須藤会長  それでは平吹先生、何かご意見ございませんか。総合的なことでも結構でございます。 

○平吹委員  この前、新しい計画を出させていただいて、特に申し上げることはないんですけれど

も、リニューアルして課題を抽出して取組を設定しましたので、ぜひ頑張っていただき

たいなというふうに考えているところです。 

○須藤会長  副会長、よろしくお願いします。 

○吉岡副会長  副会長という立場よりも、別な立場で。先ほどの井上先生の廃棄物の排出が大きく

増えたことに対する対策、具体的にどうするつもりだということなんですが、実は私

その辺について、今、この絡みで仕事をさせていただいておりますので、私のほうで

答えるできる範囲でお答えしたいと思います。やはり、震災の影響というのは、これ

はかなり大きく出てきているのは間違いありません。極端なことをいえば、それがほ

とんどでないかなというような感じも受けているのは、これまでのデータから出てき

ているところでございます。 

  だからといって、それで全部括ってしまうのかということにはならないと思いますので、そこの
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ところはもう１回新たに３Ｒ行動あるいは３Ｒのプラン、これそのものを宮城県の中

でかなり短期的なところも含めてですね、もう１回作り直しましょうと。目標を再設

定し直しましょうというような作業を今、現段階では入っているというところでござ

います。 

        ここの１４ページのところには、そういうものに対しまして、こういうようなこと

を取り組みますというようなことが載っておりますが、これだとちょっと漠然として

いるので、今先ほど井上先生が感じられたように、皆さんも思われるんだと思います。 

        具体的に数字としてどこまでの目標を上げるかということも含めて、数字として出

せる部分、出せない部分というのが当然ありますが、数字として出せる部分について

は、思い切った施策をこの中に盛り込んでいって、今年度中でしたか、ある程度まと

めた形で皆様のほうにお出しできるのではないかなというふうに、今、鋭意作業を進

めているという段階でございます。 

        何か逆に今、この場、この委員会がパブリックコメントをいただくようなことにな

るのかもしれませんけれども、合わせてそれじゃということでご意見も頂戴できれば

というふうに思っております。 

        何か副委員長なのか事務局なのかわからないですけれども、そういう状況でござい

ます。 

○須藤会長  いろいろな場でやってください。 

       予定した時間がもう少しありますが、どなたか、この問題で質問なりご意見をお持ち

なら出していただけますか。 

       渋谷先生、どうぞ。 

○渋谷委員 すみません、私全然こういう専門の立場でなく普通の人の、一般の主婦の方の意見を入

れておきます。３Ｒのことなんですけれども、私たちの周りで「何、この３Ｒっていうの

は」と出てくるんですよね。それで、お年寄りが、まずもっとわかりやすい言葉で表現し

てほしいというのが出ているんですよね。 

  皆さん、「リサイクル」ぐらいはわかるんですけれども、その後の「何これ」というの

が出てきて、やはり目標をどこに置いたら達成できるかという、表に出てきて数字に出て

しまうとおもしろくないんですけれども、もっと一般の人たちが「そうだね、やろうね」

というような目標の掲げ方というはもうちょっとないんでしょうか。横文字を使えばいい

という問題ではなくて、本当にもう７０代以上の方は「横文字がよくわからない」とよく

おっしゃいますので、それをちょっともう少しきれいに、なるべくこう、すんなりいく美

しい日本語でできるようにしていただければうれしいんですけれども。 

○須藤会長  これは副会長の仕事だね。 

○吉岡副会長 横文字じゃないもので実はあるんですけれども、「削減」というのと「再使用」とい

うのと「再利用」というものがあるのですが、それがなかなか定着しないというので、

全部ひっくるめて「３Ｒ」というのが、どうも出ているんですね。 

        ですから、逆にいうと、その「３Ｒ」の横文字が浸透するような広報活動・啓発活

動は必要なんだろうなと。でも、それでもわからないと言われると困るので、どうし

たらいいんでしょうね。 

○須藤会長  英語で使わなくても、難しい単語を使わなくても、「減らす」とか「繰り返し使う」

とか、もっとやさしい日本語っていっぱいあるじゃないですか。 

○渋谷委員  「削減」という言葉、嫌いなんです。 

○須藤会長  「減らす」だっていいじゃないですか。「減らす」「繰り返し使う」、それから、そ

ういう言葉を、ちょっと「リサイクル」のところはすぐに思いつかないけれども、そ

ういうような言葉に、やさしい日本語で使ったほうが、先ほどのおばあさんみたいな

こともあったんだけれども、おばあさんでなくたって、子供にだって３Ｒどうしまし

ょうと言ったらわかるかもしれませんので。 

○吉岡副会長 今、非常に良いご意見いただきましたので、ぜひその辺できればいいなというふうに

思っています。 

       日本人のほうが多分、四文字熟語とか六文字熟語みたいになっていて、かえってわか

らなくなることもあるので、むしろ平易な言葉で皆さんの生活に馴染むような、そうい
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う言葉というものがもし出せれば。 

○須藤会長  いや、ここで考えたっていいですよ、皆さんで考えても。 

○吉岡副会長  であれば、皆さんのほうからぜひご意見を頂戴したいなと思います。 

○須藤会長  考えてみれば、今のようなことをみんなで一緒に考えるようなこともあってもいいん

じゃないですか、時には。次の宿題にして。 

○吉岡副会長  仙台の「ワケルくん」とかというのはかなり定着しているので、それを県が使うか

どうかでもまた。 

○須藤会長  ここでみんなが合意すれば、使ってくれればいいじゃないですか。県で条例を出すわ

けでもあるまいしということで。 

       じゃもう１人、どうぞ。 

○阿部委員  すみません、今のお話ですけれども、英語じゃなくて、ローマ字と考えると、「削

減」の「Ｓ」でしょう。それから、「再利用」の「Ｓ」でしょう。それから「再使用」

ですね。そのローマ字と考えると、みんな「Ｓ」なんです。ちょうど３つ。 

○須藤会長 「再」がつくからね。 

○阿部委員  だから、英語っていうふうに思わないでローマ字と思うと、これは「Ｓ」で大丈夫で

すよ。 

○須藤会長  「Ｓ」と言われたら困っちゃうんだよね。そうでしょう。それはさっきの渋谷委員の、

横文字が「Ｓ」であれ「Ｒ」であれ。そういうのが嫌だということで、日本語で、もっ

と簡単に英語じゃないものでといっているんですよね。 

○阿部委員  「ワケル君」みたいに、ぱっとユーモアがあってほしいというか。 

○須藤会長  「ワケル君」ね。 

○阿部委員  「ワケル君」ありますよね、仙台市に。何かそういうふうなものがちょっと、要は宮

城県知事に似てるような。 

       何かユーモアがあると、皆さんが入りやすいんじゃないかなという気がする。仙台市

なんですけれども、絵はね。 

○須藤会長  真似するわけじゃないけれども、それと同じようにやったらいいんじゃないですかと

いうことのようです。 

  それでは、大体予定した時間が参りまして、大変最後のほうは白熱した議論になりま

した。我々は別に難しいことを難しく決めるわけではなくて、決まらないことを具体的

に議論できることも必要かなと思います。 

  私の役割はこの辺で終わらせていただきます。 

  委員の先生方の今日のご議論に大変感謝申し上げます。 

  あとの議事進行は事務局のほうにお返しをいたします。ありがとうございました。 

○司会（大森副参事） 須藤会長、ありがとうございました。 

           以上をもちまして、本日の環境審議会を閉会させていただきます。 

           なお、次回の環境審議会は３月２４日午前１０時からの開催を予定しており

ます。委員の皆様には、後日、会議の開催通知を送付させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

           本日はありがとうございました。 


